
令和元年度　下野市行政評価市民評価　ヒアリング資料

第二次下野市総合計画の施策体系と事業目的に整合性がある

総合計画の上位施策の目標達成に貢献し、意図する結果につな
がる

事業の質を維持しつつ、事業費の削減や取組方法
を見直す

市民(団体） 協働や連携により事業を実施する

管理業務等において、現在の取組手法から、さら
に効率性を図ることは困難である

１
以上

なし

Ａ

継続実施

見直し実施

ハード事業（ 要件： ３項目）

持続可能なまちづく りに寄与し、地方創生の推進等につながる

全て

総合評価

Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｂ
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象
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（
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和
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歳出
デマンドバス運行管理業務委託　25,000千円
広域連携バス実証運行管理業務委託27,000千円
歳入
地域公共交通確保維持改善事業費補助金返還分4,175千円
公共交通広域ネットワーク事業負担金（壬生町・上三川町）

有効性

Ａ

事
業
計
画

事
業
費

２０，８５８千円 ２４，４８４千円 ４０，９２０千円 ５２，０００千円 ５２，０００千円

・デマンドバス運
行管理業務委託
22,000,000円
・路線バス運行管
理業務
20,836,000円

デマンドバス運行
管理業務委託
　　　22,000,000円

デマンドバス運行
管理業務委託
　　　24,986,000円

・デマンドバス運
行管理業務委託
25,000,000円
・広域連携バス実
証運行管理業務
委託27,000,000円

・デマンドバス運
行管理業務委託
25,000,000円
・広域連携バス実
証運行管理業務
委託27,000,000円

本市にはＪ Ｒ３駅があり、縦方向の公共交通が充実する反面、横の移動手段が乏しい状
況であります。その中で、高齢者等の交通弱者の移動手段として運行するデマンドバス
においては、利用者が年々 増加するなど、安心して暮らせる地域づく り等の課題に対し
一定の成果が出ています。また、今年度運行開始の路線バス「 ゆうがおバス」 におい
て、地域の公共交通網の強化が図られるとともに、市民に限らず利用できることから、
市内外からの人の流れの創出により、住みやすい環境づく りや地域の活性化等の地方創
生における起爆剤として期待されます。以上のことから、有効性をＡとしました。

要件（３項目）

令和３年度平成２９年度

全て

１
以上

なし

⇒市裁量がない事業（ Ａ評価とする）

要件（ ３項目）

事務事業
番号

32

市民サービスの維持・ 向上に寄与する

現総合計画前期基本計画では、基本施策3-3「 快適に暮らせる環境づく り」 、施策1「 公
共交通網の充実」 に明確に位置付けられています。高齢者等の交通弱者にとって、買い
物や通院などに係る移動手段の確保は日常生活に欠かすことのできないものであり、高
齢化社会が進行するなか、公共交通運行事業の必要性はますます高まる傾向にありま
す。本市は、県内の他市町と同様にマイカー依存の高い地域です。高齢者の運転による
交通事故が全国的に多発するなか、運転に不安があり運転免許証の返納を考えている高
齢者も多いと聞きますが、高齢世帯化・ 核家族化社会においては、移動手段の確保の観
点から、運転から離れられない現実となっております。地域における公共交通環境を充
実していく ことは重要であることから、必要性をＡとしました。

必要性

公共関与の妥当性がある
社会経済情勢の変化や市民ニーズ等に適合する

⇒市裁量がない事業（ Ａ評価とする）

○

Ｃ

○

Ｃ

事務事業名 市民生活部市内公共交通運行事業 安全安心課

事業目的

市内交通の一助として、デマンドバスを運行し、市民の日常生活に必要な交通手段の確保
を図る。
併せて、下野市、上三川町、壬生町の１市２町における公共交通ネットワークの構築に向
けて、市町を超えた広域バスの実証運行を行う。

所管部課 事業推進方針判断に際しての３つの視点

事業概要

平成23年11月15日から運行開始したデマンドバスの運行管理を委託する。
現下野市地域公共交通総合連携計画では、旧町エリアごとのデマンドバス運行としてい
る。令和3年度から新たな下野市地域公共交通網形成計画に移ることから、令和元年度か
ら次期計画策定に向けて下野市地域公共交通会議で検討していく中で、デマンドバスの運
行についても見直していく。
また、下野市・上三川町・壬生町の1市2町における広域連携バスの実証運行管理を委託
する。

事

業

内

容

過年度実績
利用登録者数：3,662人
利用者数：22,401人
年間運行便数：6,914便

実施内容の詳細
デマンドバスの運行については、下野市地域公共交通総合連携計画に基づき運行を実施しまし
た。
広域連携バス実証運行については、栃木県交通政策課の助言を受けながら、上三川町・壬生町
と連携して、バスの経路やダイヤ等、実証運行の開始に向けて協議を重ね、令和元年10月1日よ
り実証運行を開始しました。

今後の展開
デマンドバス運行については、令和2年度まで下野市地域公共交通総合連携計画に基づいた運
行システムを維持するとともに、令和3年度からの地域公共交通網形成計画の策定と併せて、デ
マンドバスの運行形態等について下野市地域公共交通会議において協議・検討を進めます。
また、広域連携バス実証運行については、運行管理を関東自動車（株）に委託し、令和元年10月
1日より実証運行を開始しました。今後はバスの利用状況等を調査のうえ、今後の運行について
協議・検討を行ないます。
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財
源

事
業
費
内
訳

国県支出金
０千円

地方債・その他
１７，０３３千円

一般財源
３４，９６７千円

年
度
別

令和２年度平成３０年度 令和元年度

○

廃止

○

効率性

バスとタクシーの機能の中間に位置付けられる、利用者の需要を集約した形による乗合
い交通手段であるデマンドバスは、運行における効率性は高いと考えられます。また、
１市２町連携での路線バス運行では、実証段階ではありますが、広域連携による経費の
分担が図られています。しかし、デマンドバスにおいては、より地域の実状に合った、
市民が利用しやすい運行といった課題があり、また、ゆうがおバスにおいても、運行の
地域が限定されている状況であります。以上のことから、効率性をＢとしました。

３
以上

１
以上

なし

ソフト事業（ 要件： ６項目）
補助金等の積極的な活用で最大の
成果となる方法を選択している

事業目的に見合う最適な事業
規模である

他事業との重複がない

同種・ 同目的事業との統合や簡略化を実施する

民間委託を実施する

受益機会・ 費用負担割合等が公平公正であり適正である

補助団体 ―

新規・継続 市裁量の有無 裁量ありソフト事業継続 事業の種類

重点事業区分豊かな自然と人に優しい環境が共生した安全・安心なまちづくり

快適に暮らせる環境づくり

公共交通網の充実
―

事業区分

根拠法令
等

下野市地域公共交通会議設置条例

類型
区分

Ⅰ（積極的
推進）

総合計画
での位置
付け

施策

3

3

1



【下野市の公共交通の概要】 

鉄道…JR宇都宮線（石橋駅、自治医大駅、小金井駅） 

路線バス…関東自動車 JR石橋駅～JR宇都宮駅（ ） 

           JR 石橋駅～真岡車庫（ ） 

           JR 自治医大駅～自治医科大学付属病院（ ） 

   （ゆうがおバス）JR石橋駅～獨協医大線、ゆうきが丘循環線 

     おーバス JR小山駅～小金井駅（ ） 

デマンドバス…おでかけ号（市内全域）（ ） 

おでかけ号 

石橋エリア 

おでかけ号 

国分寺エリア おでかけ号 

南河内エリア

ゆうがおバス（JR石橋駅～獨協医大線） 

便数：9便/日 

ゆうがおバス（ゆうきが丘循環線） 

便数：8便/日 

便数：16便/日 

便数：34便/日 

便数：24便/日 



【おでかけ号概要の推移】 

 運行開始当初 現在（平成28年～） 変更理由経緯 

共通乗継施

設 

下野市役所国分寺庁舎 

自治医科大学付属病院 

かましん自治医大店 

下野市役所 

運行の効率を図るた

め乗継場所を 1箇所

とした。 

3 地区共通

乗入施設 

下野市役所国分寺庁舎 

自治医科大学付属病院 

かましん自治医大店 

下野市役所 

自治医科大学付属病院 

ゆうゆう館 

公共性が高く利用者

の多い施設を選定 

運行日 毎日（年末年始を除く） 
月曜日～土曜日 

（祝日・年末年始を除く） 
実績により利用者の

少ない休日と時間帯

の運行を廃止 
運行時間 午前 7時～午後5時 午前 8時～午後6時 

運賃 

大人（中学生以上）300円 

小学生200円 

未就学児無料 

エリア外への利用の場合は

乗継運賃200円 

大人（中学生以上）300円 

小学生200円 

未就学児無料 

エリア間の乗継の不

均衡を図るため平成

26 年度より乗継運

賃を廃止 

★下野市の公共交通空白地域の解消のため、平成２３年１１月運行開始 

★１０人乗りワゴン車による乗合タクシー（事前利用登録制） 

★市内全域を運行 

（市内を３エリアに区分、エリア外への利用は原則乗継が必要） 

★予約に応じて利用者を自宅等の出発地から目的地まで送り届ける「完全ドア・ト

ゥ・ドア型」運行システム 

【おでかけ号概要】

運行区域：下野市全域（石橋・国分寺・南河内の3エリア） 

運行日：月曜日から土曜日  

※祝日及び振替休日、年末年始(12/30～1/3)を除く 

運行時間帯：午前8時00分～午後6時00分 

運行本数：各エリア 10便／1日 

運行車両：10人乗りワゴン車 3台（エリアごとに1台配置） 

運賃：大人（中学生以上）300円・小学生200円・未就学児無料

（ただし、保護者同伴を要する） 

下野市デマンドバス「おでかけ号」の特徴 



【おでかけ号乗車券交付事業】 

事業名 対象 内容 事業開始 

運転免許証自主

返納者支援事業 

65 歳以上の下野市民で

運転免許証を自主返納し

た方 

おでかけ号回数券（11枚綴り）

2冊 

（上記を含む 5 つの選択肢の中

から希望の利用券を1つ交付） 

平成 25年 4月開始 

平成 29 年 4 月支援内

容拡充 

高齢者外出 

支援事業 

75 歳以上でおでかけ

号の利用登録をしてい

る方 

申請によりおでかけ号乗車券

10 回分を交付（3 月末日期

限） 

平成 25年 4月開始 

平成 28 年 4 月対象

年齢を 80 歳以上か

ら変更 

子育て世帯外

出支援事業 

未就学児をもつ子育て

世帯（利用対象は未就

学児と同乗する保護者

又は同一世帯の成人） 

申請によりおでかけ号乗車券

10 回分を交付（3 月末日期

限） 

平成 28年 4月 
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【時間帯別利用状況】

【平成３０年度降車場所

（自宅を除く）】

【1便当たりの乗車人数】 
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医療機関

44.8%

公共施設

37.5%

商業施設

9.8%

教育機関

1.0%

福祉施設

3.6% 金融機関

1.1%

学習塾・習いご

と

2.0%

他

0.2%

年齢 利用者数

0～6歳 864

7～12歳 454

13～19歳 57

20歳代 50

30歳代 1,116

40歳代 1,250

50歳代 1,216

60歳代 1,310

70歳代 6,333

80歳代 9,033

90歳以上 718

合計 22,401

【年齢別利用者状況】






